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【 請 求 項 ７ 】

　 複 数 の 図 柄 か ら な る 図 柄 列 を 複 数 備 え 、 各 図 柄 列 を 変 動 表 示 し た 後 に 各 図 柄 列 毎 に 確 定
図 柄 を 表 示 す る 図 柄 表 示 手 段 と 、 前 記 各 確 定 図 柄 の 組 合 せ が 特 定 図 柄 の 組 合 せ で あ る こ と
を 必 要 条 件 と し て 遊 技 者 に 有 利 な 特 別 遊 技 状 態 を 発 生 さ せ る 特 別 遊 技 状 態 発 生 手 段 と を 備
え た 遊 技 機 に お い て 、 所 定 条 件 の 下 で リ ー チ 状 態 発 生 後 に お け る 前 記 図 柄 表 示 手 段 の 最 後
に 確 定 さ れ る 確 定 図 柄 と 対 応 す る 特 定 図 柄 を 変 更 可 能 と し た 遊 技 機 。

　 複 数 の 図 柄 か ら な る 図 柄 列 を 複 数 備 え 、 各 図 柄 列 を 変 動 表 示 し た 後 に 各 図 柄 列 毎 に 確 定
図 柄 を 表 示 す る 図 柄 表 示 手 段 と 、 前 記 各 確 定 図 柄 の 組 合 せ が 特 定 図 柄 の 組 合 せ で あ る こ と
を 必 要 条 件 と し て 遊 技 者 に 有 利 な 特 別 遊 技 状 態 を 発 生 さ せ る 特 別 遊 技 状 態 発 生 手 段 と を 備
え た 遊 技 機 に お い て 、 所 定 条 件 の 下 で リ ー チ 状 態 発 生 後 に お け る 前 記 図 柄 表 示 手 段 の 最 後
に 確 定 さ れ る 確 定 図 柄 と 対 応 す る 特 定 図 柄 を 追 加 可 能 と し た 遊 技 機 。

　 前 記 各 確 定 図 柄 の 組 合 せ と し て 各 確 定 図 柄 が 一 致 す る 場 合 を 特 定 図 柄 の 組 合 せ と し て 予
め 設 定 し て お き 、 前 記 特 定 図 柄 の 変 更 又 は 追 加 は 、 既 に 確 定 し て い る 他 の 確 定 図 柄 と 不 一
致 と な る 任 意 数 の 図 柄 を 特 定 図 柄 と し て 付 加 す る こ と に よ り な さ れ る 請 求 項 １ 又 は ２ 記 載
の 遊 技 機 。

　 前 記 所 定 の 条 件 と は 、 最 後 の 図 柄 列 の 確 定 図 柄 が 表 示 さ れ る よ り も 前 に 、 予 告 報 知 手 段
に よ っ て 予 告 さ れ る こ と で 行 わ れ る こ と で あ る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機
。

　 前 記 予 告 報 知 手 段 に よ る 予 告 は 、 前 記 図 柄 表 示 手 段 に お け る 特 定 図 柄 の 変 更 又 は 追 加 を
示 す 予 告 図 柄 に よ っ て 行 わ れ る 請 求 項 ４ 記 載 の 遊 技 機 。

　 前 記 予 告 報 知 手 段 に よ る 予 告 は 、 追 加 す べ き 特 定 図 柄 の 条 件 を 複 数 表 示 す る 予 告 表 示 部
に お い て 追 加 す べ き 特 定 図 柄 の 条 件 を 確 定 表 示 す る こ と に よ っ て 行 わ れ る 請 求 項 ４ 記 載 の
遊 技 機 。

　 前 記 所 定 の 条 件 と は 、 前 記 図 柄 表 示 手 段 の 確 定 図 柄 が 表 示 さ れ る と 同 時 又 は そ れ よ り 後



【 請 求 項 ８ 】

【 請 求 項 ９ 】
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に 、 告 知 手 段 に よ っ て 変 更 又 は 追 加 さ れ る 特 定 図 柄 が ど れ で あ る か を 告 知 す る こ と で 行 わ
れ る こ と で あ る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

　 複 数 の 特 定 図 柄 作 動 口 を 備 え 、 該 各 特 定 図 柄 作 動 口 に 対 応 し て 前 記 特 定 図 柄 の 数 が 設 定
さ れ 、 遊 技 球 の 入 賞 す る 前 記 特 定 図 柄 作 動 口 に 応 じ て 前 記 特 定 図 柄 数 が 変 更 さ れ る 構 成 で
あ る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

　 前 記 特 定 図 柄 の 変 更 又 は 追 加 に よ り 、 前 記 図 柄 表 示 手 段 に 表 示 さ れ る 各 図 柄 に お い て 前
記 特 定 図 柄 と な る 図 柄 と 特 定 図 柄 と な ら な い 図 柄 と を 識 別 可 能 に 表 示 さ れ る 請 求 項 １ 乃 至
４ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。
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